
校舎に射し込む陽射しに秋の深まりを感じます。テレビでは、早くもクリスマスのケー

キやグッズの CM が流れ始めました。学校は 2 学期後半に入り、1、2 年生は

地域学習、キャリア学習で、ゲストをお招きしての講演会や授業、そして 3

年生はいよいよ修学旅行が迫ってきました。冷え込みも増してくるこの時季、

相変わらずの感染症対策に加え、風邪にも注意しながら、一つ一つの行事を

こなす中で、秋の深まりとともに、学びも深めていきたいものです。 

 今、職員室前にピンクののぼりが立っています。そこには「気づ

いてる？ 見てみぬふりも いじめだよ」と書かれています。11

月は「三重県いじめ防止強化月間」です。のぼりのいじめ防止標語

は、市内の小中学生から応募された中の中学校部門の最優秀作品で

す。また、いじめ反対のシンボルカラーのピンクは、カナダで誕生

した「ピンクシャツ運動」が始まりと言われています。 

本校では「四日市市いじめ防止基本方針」に基づいて、いじめ防

止を推進するために、日常の学校づくりの中で仲間づくりや自己有

用感を高めることを意識しながら取り組むとともに、事案発生時に

対処できるよう、「学校いじめ防止基本方針」を策定し、実態把握

や適切な対応ができるように、学校全体での体制づくりを整えています。 

 また、日頃より未然防止のための指導をこころがけ、子どもたちの小さなサインも見逃

さないように定期的な小委員会での情報交換や早期発見のための対策を含む研修会を日常

的に行っています。 

 残念ながら本校でも、昨年 14 件の「いじめ」と認識される事案があり、市教育委員会に

も報告して対応にあたっています。全国でもいじめに起因する悲しい出来事が後を絶たな

い事実を十分にふまえ、本校でも「いじめはあるもの」という認識のもと、いじめ根絶を

めざした仲間づくりを進めていきます。 

 いじめは心身の健全な成長や人格の形成に重大な影響を及ぼし、生命、身体や財産に重

大な被害をもたらす深刻な人権問題であるという認識を持って、心無い言動にも十分に注

意し、温かい信頼関係を築いていけるよう、しっかりと心がけていきます。 

 どうか、ご家庭でもお子さまについて些細なことでも変化やお気づきの点がございまし

たら、担任や学校にご相談ください。 

 

 

 教育相談週間が始まっていま

す（11 月 30 日まで）。各学年とも、

放課後を中心に、短い時間ですが、勉強や部活動、友達のことな

どについて話をしています。また、3年生は進路についても話が

進められています。多感なこの時期、不安なこともたくさんある

と思いますが、一人で悩みを抱え込まずに相談して、みんなが気

持ちよく学校生活を送れるようにしていきたいものですね。 
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11 月 2 日～6 日は、朝明中学校公

開週間でした。初日の 2 日は学校を

離れて四日市市文化会館での文化祭、

そして、文化の日の祝日をはさんで

の 1 週間でしたが、多くの保護者の方、地域の方が足を運んでくださり、ありがとうござ

いました。 

4 日（水）と 6 日（金）には、八郷地区、大矢知地区それぞれの民生委員・児童委員のみ

なさんが来校され、子どもたちの学校での様子、地域での様子などの情報交換と懇談を行

いました。また、その後の授業参観では、落ち着いた授業の様子と、廊下の展示作品から

見える子どもたちの豊かな感性に、

称賛の声が寄せられました。 

学校公開週間後の 9日（月）には、

両地区の保護司のみなさんも、恒例

の朝のあいさつ運動のあと、懇談を

行い、朝の読書の時間には「こもの菊」のみなさんの民

話語りを見ていただきました。朝明中学校は、このよう

に、いつも地域の中で、多くの方々に見守られ、支えら

れています。 

 

今年は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため

に、1学期から生徒の参加がほとんどなかったフラワ

ーオアシスですが、ようやくここへ来て、５０名以上

の有志の生徒があつまり、これからの季節に向けて、

パンジーやチューリップなどを植える作業を行いま

した。それまでは、PTA の役員や環境整備部のみなさ

んが中心となって、土日を使って除草や耕し、追肥な

どの作業をすべて行ってきました。 

 また、この日は美術部が制作した新しい看板の取り付けも

行なわれました。一段ときれいになったフラワーオアシスが

花でいっぱいになる日が楽しみです。 

 

◆ 新型コロナウイルス感染拡大防止のためにご家庭へのお願い ◆ 
 これから空気が乾燥する時期と相まって、新型コロナウイルス感染の第２波、第３波が心配されるところ

です。現在、同居家族が濃厚接触者となった場合において、保健所は該当者に対し、検査の実施について連

絡を取るだけで、同居家族等の聴き取りはこの段階では行われず、陽性が確認された後、家族状況等の聴き

取りが行われます。そのため、市教委をはじめ学校も情報収集の手立てがなく、対応の遅れにつながりかね

ません。 

すでにお知らせしておりますが、ご家庭の誰かが濃厚接触者になった場合はただちに学校へ連絡ください。

あらためて、ご理解とご協力をお願いします。なお、市教委では感染拡大防止や検査対象となった場合の対

応について、保護者向け啓発資料を現在作成中です。 

◆ 特別な教育活動の変更について ◆ 
11 月 14 日（土）は、年度当初（4 月 7 日付文書）の予定では、「土曜授業」として、授業と修学旅行事前

指導を行う予定でしたが、日程変更のため、本来の週休日となります。 

民話語りの一場面 

懇談会の様子 


